
加 盟問体殿

日薬連発第 320号

平成 31年 4月 19日

日本製薬団体連合会

(押印省略)

本年 4丹 27日から 5月 6日までの 10連休に係る外国為替

及び外国貿易法に基づく報告書の提出について

擦記について、財務省密際局長より、別添のとおり通知がありましたので、

貴団体加盟企業に周知方よろしくお願いいたします。



財国 e第 1 175号

平成 31年 4月 17日

日本製薬団体連合会

代表者殿

財務省国際局長武内良

本年 4月 27日から 5月6自までの 10連休に係る

外国為替及び外国貿易法に基づく報告書の提出について

平素より、財務行政にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうござ

います。

さて、財務省が所管する外国為替及び外国貿易法(昭和 24年法律

第 228号)は、対外取引を苛る法律でありますが、同法では、市場動

向の的確な把握や国際収支統計の作成等のため、事後報告制度を整備

しており、そのーっとして、 「支払又は支払の受領に関する報告書J

があります。

天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休 5とする法律

(平成 30年法律第 99号)の施行に伴い本年 4月 27日(土)から 5月

6日(丹)までの 10日間が連続の休日となることを踏まえ、報告者負

担に鑑み、以下の報告書の提出期限について猶予を設けることとしま

した。

(1) r支払又は支払の受領に関する報告書J (別紙様式第 3) 

当該報告書を書面で提出する場合、支払等を実行した日から 10

日以内に当該支払等に係る為蕃取引を実行した銀行等又は資金移

動業者提出する必要がありますが、以下のとおり提出期限の猶予を

設けます。

支払等の実行日 提出期限

4月 24旺 (71'<) I 5月 8日(水)

4丹 25B (木) I 5月 9日(木)

4月初日(金)から 4月 29日(月)まで 5月刊日(金)






